
アルコール健康障害対策推進の枠組み

○厚生労働省への事務移管（アルコール健康障害対策基本法附則第１条／基本計画Ⅴ推進体制等）

⇒ 「アルコール健康障害対策推進基本計画」策定（平成28年5月31日）された日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

○都道府県における「都道府県アルコール健康障害対策推進計画」策定の推進（基本法第14条／基本計画Ⅴ推進体制等）

⇒ 当該都道府県の実情に即した計画策定の努力義務 ／ 国の基本計画期間（H28～H32年度）中に全都道府県に計画が策定されることを目標

○アルコール健康障害対策推進基本計画の見直し（アルコール健康障害対策基本法第12条）

⇒ 少なくとも５年ごとに、検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。

第26条第25条

都道府県アルコール健康障害対策推進計画
○アルコール健康障害対策推進基本計画を基本とするとともに、

当該都道府県の実情に即した計画に努めなければならない。
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国(関係省庁)
アルコール健康障害対策推進会議

○関係省庁の局長級職員で構成
○アルコール健康障害対策の総合的、計画的、

効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整

第12条第1項

政府は基本法施行後２年以内に基
本計画を策定しなければならない。
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ｱﾙｺｰﾙ関連問題啓発週間
（毎年：11月10日～16日）
○国民の間に広くｱﾙｺｰル関連問題
に関する関心と理解を深めるため、
週間を設ける。

○国及び地方公共団体は、ｱﾙｺｰﾙ
関連問題啓発週間の趣旨にふさわ
しい事業が実施されるよう努める。
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アルコール健康障害対策関係者会議
○有識者、家族及び当事者等20人以内で構成
○内閣総理大臣の基本計画案作成時の意見具申
○「推進会議」への意見具申
●任期：２年
（アルコール健康障害対策関係者会議令第１条）
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内閣府 → 厚生労働省への事務移管
◎平成29年4月1日に厚生労働省へ移管予定。

（H28／5／31～H31／5／30日までの範囲内で政令で定める日）

◎（基本計画策定後）厚生労働省は、アルコール健康障害対策の
一元的な推進を図るために必要な体制を検討し、準備を進める。

附則第１条

アルコール健康障害対策基本法 （平成25年法律第109号（議員立法））
＜平成25年12月13日公布／平成26年６月1日施行＞

基本計画
Ⅴ推進体制等

アルコール健康障害対策推進基本計画 (平成28年5月31日閣議決定)
1.基本計画について 2.基本的な考え方 3.重点課題 4..基本的施策 5.推進体制等
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